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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　卵黄、増粘多糖類、デキストリン及び水を含有する懸濁液を加熱、凝固させた後、微細
化処理する卵黄含有食品用原料の製造方法。
【請求項２】
　前記増粘多糖類がキサンタンガムを含有する請求項１記載の卵黄含有食品用原料の製造
方法。
【請求項３】
　前記デキストリンのＤＥが２～１０である請求項１又は２に記載の卵黄含有食品用原料
の製造方法。
【請求項４】
　前記懸濁液が単糖及び／又は二糖類を含有する請求項１～３のいずれか１項に記載の卵
黄含有食品用原料の製造方法。
【請求項５】
　前記微細化処理が高圧ホモゲナイザーを用いた物理的処理方法である請求項１～４のい
ずれか１項に記載の卵黄含有食品用原料の製造方法。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の方法により製造された卵黄含有食品用原料。
【請求項７】
　請求項６記載の卵黄含有食品用原料を用いて製造された食品。
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【請求項８】
　食品がレトルト処理されたレトルトソースである請求項７記載の食品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、卵黄含有食品用原料の製造方法及びその方法により製造された卵黄含有食品
用原料、並びに当該卵黄含有食品用原料を用いて製造された食品、更にレトルトソースに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、予め調理されており、茹でた麺に和えるだけで食することのできるタイプ、及び
予め調理されており、加熱した後、茹でた麺に和えて食することのできるタイプのパスタ
ソースが開発され上市されている。このような調理済みパスタソースは、保存性等の観点
からレトルト処理されているものがほとんどであるが、カルボナーラソースのように原料
に卵黄等の蛋白質が含まれるものは、その処理過程で蛋白質が凝集して塊状となり、食感
が著しく損なわれるという欠点があった。
【０００３】
　これらの欠点を改良する技術として、卵黄に糖アルコールを配合する方法（特許文献１
参照）、トリプシン処理した卵黄を用いる方法（特許文献２参照）、特定のｐＨに調整し
た液卵を加熱処理後微細化処理する方法（特許文献３参照）、卵黄に澱粉及び水を加えて
得た懸濁液を加熱して凝固せしめた後、微細化処理する方法（特許文献４参照）、卵黄と
食塩を含む水分散液を加熱した後、均質化処理する方法（特許文献５参照）等が知られて
いる。
【特許文献１】特開平１０－２５７８７１号公報
【特許文献２】特開平４－２８７６６６号公報
【特許文献３】特開昭５８－１１１６６３号公報
【特許文献４】特開平１０－１９１９３６号公報
【特許文献５】特開２００２－３５５０１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前記従来の方法においては、配合物等による風味の変化が生じたり、ｐＨ調整や特殊な
加熱工程を必要とする等の問題があり、また効果として不十分であるという課題が残って
いる。
　従って、本発明の目的は、レトルト処理されても卵黄が凝集して塊状となることがなく
、滑らかな食感を有する卵黄含有食品用原料の製造方法、それにより製造された卵黄含有
食品用原料、並びに当該卵黄含有食品用原料を用いたレトルトソースを提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　そこで本発明者は、当該目的を達成すべく検討した結果、卵黄と増粘多糖類、デキスト
リン及び水を混合して懸濁液とし、一旦加熱処理した後に微細化処理することにより、加
圧加熱殺菌等の再加熱処理によっても凝集しないことを見い出し本発明を完成した。
【０００６】
　すなわち、本発明は、卵黄、増粘多糖類、デキストリン及び水を含有する懸濁液を加熱
、凝固させた後、微細化処理する卵黄含有食品用原料の製造方法を提供するものである。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の方法により製造された卵黄含有食品用原料を用いれば、レトルトソースとした
場合でも、卵黄の加熱凝固物に由来するざらついた食感がなく滑らかな食感で、もたつき
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感のないものとすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本発明において使用する卵黄は、通常の液状卵黄であれば良いが、原料として用いる場
合には凍結卵黄、加塩卵黄、加糖卵黄を用いても良い。
【０００９】
　本発明の方法に用いる増粘多糖類としては、キサンタンガム、グァーガム、ジェランガ
ム等が挙げられるが、製造される卵黄含有食品用原料の滑らかな食感、もたつき感のなさ
、麺との絡みの点からキサンタンガムを用いることが好ましい。増粘多糖類の配合量は、
卵黄１００質量部（以下、単に「部」と記載する）に対して０．１～２部、更に０．４～
１．２部、特に０．６～１部であることが、滑らかな食感、もたつき感のなさを付与する
点から好ましい。
【００１０】
　本発明の方法に用いるデキストリンとしては、各種穀物由来のデンプンを酸またはアミ
ラーゼで加水分解して得られたものを用いることができる。加水分解の度合いや構造によ
り種々の分解物が挙げられるが、例えば、アミロデキストリン（可溶性デンプン）、エリ
トロデキストリン、アクロデキストリン、マルトデキストリン、シクロデキストリン等が
挙げられる。中でも、ＤＥ（デンプンの分解率＝グルコース相当質量／全固形分質量×１
００）が２～１０のものが好ましく、更に２～５のものを用いることが、滑らかな食感、
もたつき感のなさ、麺との絡みを付与する点から好ましい。デキストリンの配合量は、卵
黄１００部に対して５～２５部、更に７～２０部、特に９～１７部とすることが、滑らか
な食感、もたつき感のなさを付与する点から好ましい。
【００１１】
　本発明の方法に用いる水の配合量は、卵黄１００部に対して３００～５５０部、更に３
４０～５００部、特に３９０～４４０部とすることが、滑らかな食感、もたつき感のなさ
を付与する点から好ましい。
【００１２】
　本発明の方法においては、まず、卵黄、増粘多糖類、デキストリン及び水を含有する懸
濁液とする。懸濁液とするには、どの様な方法でも配合物を分散させられれば良く、例え
ば、少量の調製であればホイッパー、ヘラなどで攪拌・分散させればよく、多量に調製す
る場合にはニーダー、ホモミキサーなどを用いることが例として挙げられる。
【００１３】
　次に、前記懸濁液を加熱する。加熱は、当該懸濁液を攪拌しながら加熱し、卵黄を充分
に凝固させれば良く、その熱源や加熱方法はどのような方法でも良い。加熱温度は８０～
１００℃とすることが好ましく、更に８５～９５℃、特に９０℃以上とすることが、卵黄
を充分に凝固させる点から好ましい。卵黄が凝固するれ良く、例えば９０℃程度の温度で
あれば、５～２０分、更に７～１５分とすることが、同様に卵黄を充分に凝固させる点か
ら好ましい。
【００１４】
　本発明の方法における微細化処理は、物理的処理を行うことが好ましく、例えばカッタ
ーミキサー、高速ミキサー、高圧ホモゲナイザー等の各種分散装置を用いる処理が挙げら
れるが、特に高圧ホモゲナイザーを用いることが充分に卵黄を微細化できる点から好まし
い。高圧ホモゲナイザーの圧力は、１００～２００ｋｇ／ｃｍ２、更に１４０～１８０ｋ
ｇ／ｃｍ２とすることが同様の点から好ましい。かかる微細化処理により、凝固した卵黄
の平均粒子径は１～１００μｍとすることが好ましく、更に５～５０μｍ、特に２０～３
０μｍに破砕することが滑らかな食感、もたつき感のなさを付与する点から好ましい。
【００１５】
　本発明の方法においては、懸濁液を調製する際に糖類を配合することが、滑らかな食感
、もたつき感のなさ、麺との絡みを付与する点から好ましい。糖類としては、グルコース
、マルトース、フラクトース、シュークロース、ラクトース、トレハロース、マルトトリ
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オース、マルトテトラオース、ソルビトール、キシリトール、エリスリトール、マルチト
ール等の単糖類、二糖類、三糖類、四糖類、五糖類、六糖類等が例示されるが、特に単糖
類、二糖類を用いることが、滑らかな食感、もたつき感のなさ、麺との絡みを付与する点
から好ましい。糖類の配合量は、卵黄１００部に対して５０部以下、更に１０～４０部、
特に２０～３５部とすることが、滑らかな食感、もたつき感のなさを付与する点から好ま
しい。
【００１６】
　本発明の方法により製造された卵黄含有食品用原料は、様々な食品に使用することがで
きる。例えば、グラタンソース、リゾット、シチュー、カレー、魚介類用ソース、肉類用
ソース、野菜用ソース、デザート用ソース等が挙げられ、これら食品に滑らかな食感、も
たつき感のなさ等を付与することができる。
【００１７】
　本発明の方法により製造された卵黄含有食品用原料は、レトルトソース用として用いる
ことができる。特に、加熱、加圧処理しても滑らかな食感、もたつき感のなさ等を維持す
るため、レトルト処理されるものに好適に用いることができる。中でも、本発明の方法に
より製造された卵黄含有食品用原料を用いて、レトルト処理されたパスタソースとするこ
とが好ましい。
【００１８】
　パスタソースとするには、パスタソース中に前記卵黄含有食品用原料を５～５０質量％
（以下、単に「％」と記載する）、更に１０～４０％、特に１５～３０％含有させること
が、滑らかな食感、もたつき感のなさ、麺との絡みを付与する点から好ましい。
【００１９】
　パスタソースの他の原料としては、食用油脂を１％以上、２０％未満配合することが好
ましく、かつ当該食用油脂がジアシルグリセロールを含有することが好ましい。当該食用
油脂は更に１～１５％、特に２～１０％とすることが、麺と和えた後にほぐれ易く、麺の
食感をなめらかにし、冷めても麺の食感を維持する点から好ましい。食用油脂中のジアシ
ルグリセロール含有量は、好ましくは５％以上、より好ましくは１０～９０％、更に１５
～９０％、特に１５～８８％であることが、麺と和えた後にほぐれ易く、麺の食感をなめ
らかにし、冷めても麺の食感を維持する点から好ましい。また、パスタソースの他の原料
として、肉類、乳製品等を配合した場合には、当該素材由来の食用油脂も含まれることと
なるが、その場合、パスタソース中の合計の油脂量を１～２０％、更に４～１６％、特に
６～１４％とすることが、前記と同様の点から好ましい。
【００２０】
　パスタソースの粘度は、ソースの味の種類によっても異なるが、６０℃における粘度と
して、カルボナーラタイプのソースであれば５００～１０，０００ｍＰａ・s 、更に１，
０００～７，０００ｍＰａ・s、特に１，４００～５，２００ｍＰａ・sであることが、麺
と和えた後にほぐれ易く、麺の食感をなめらかにし、冷めても麺の食感を維持する点から
好ましい。同様にクリームソースであれば、１０，０００ｍＰａ・s 以下、更に５００～
７,０００ｍＰａ・s、特に１,０００～５,０００ｍＰａ・sであることが、麺と和えた後
にほぐれ易く、麺の食感をなめらかにし、冷めても麺の食感を維持する点から好ましい。
上記粘度は、Ｂ型粘度計にて、ローターＮｏ．３を用い、１２ｒｐｍにて測定した数値で
ある。
【００２１】
　パスタソースに含まれる具材などの固形分の量は、パスタソースの味の種類に応じて適
宜調節することができるが、一般的に、容器に充填された最終製品中の固形分の含有割合
が約５～５０％程度の範囲になるようにするのが、容器への充填性及び味の点から好まし
い。
【００２２】
　パスタソースのｐＨは、パスタソースの味の種類に応じて適宜調節することができるが
、例えばカルボナーラソースであれば、ｐＨを４～７程度に調整することが好ましく、更
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に４．５～６．５、特に５～６、殊更５．５～５．９とすることが、麺と和えた後にほぐ
れ易く、麺の食感をなめらかにし、冷めても麺の食感を維持する点から好ましい。同様に
、クリームソースであれば、ｐＨを５～６．５に、トマトクリームソースであれば、ｐＨ
を４～５．５とすることが麺と和えた後にほぐれ易く、麺の食感をなめらかにし、冷めて
も麺の食感を維持する点から好ましい。ｐＨの調整は、有機酸及び／又はその塩、無機酸
及び／又はその塩等のｐＨ調整剤を使用して行うのが好ましい。ｐＨ調整剤として、例え
ば、フィチン酸、クエン酸、乳酸、グルコン酸、アジピン酸、酒石酸、リンゴ酸等の有機
酸やその塩、リン酸塩等を挙げることができる。
【００２３】
　また、パスタソースの味の種類として、カルボナーラソース、クリームソース、トマト
クリームソース、チーズクリームソース等のソースを挙げることができる。
【００２４】
　パスタソースには、粘度の調整及び糖質の添加の目的で、増粘性多糖類、卵黄以外のタ
ンパク質を配合するのが好ましい。増粘性多糖類及びタンパク質としては、例えば、グァ
ーガム、ローカストビーンガム、カラギナン、脱アシル型ジェランガム、ネイティブ型ジ
ェランガム、タマリンドシードガム、サイリウムシードガム、アラビアガム、アルギン酸
及びその塩、カードラン、プルラン、グルコマンナン、ペクチン、ゼラチン、寒天、タラ
ガム、カラヤガム、トラガントガム、ファーセレラン、マクロホモプシスガム、ＣＭＣ、
微結晶セルロース、大豆多糖類等の多糖類；乳由来のタンパク質、大豆タンパク質、小麦
タンパク質等が挙げられる。
【００２５】
　具材として、例えば、トマト、ニンジン、じゃがいも、タマネギ、ピーマン、カリフラ
ワー、ブロッコリー、タケノコなどの野菜類；シイタケ、シメジ、マッシュルーム、エリ
ンギ、エノキダケ、マイタケ、キクラゲなどの各種キノコ類；トウモロコシやその他の穀
類；グリンピースなどの豆類；コンブ、ワカメなどの海草類；アサリ、シジミ、ハマグリ
、ホタテガイ、エビ、カニ、イカ、イワシ、マグロ、サケ、アジ、タイなどの魚介類；豚
肉、牛肉、鶏肉などの畜肉、ハム、ベーコン、ソーセージなどの畜肉加工品、チーズなど
の乳製品を使用することができる。
【００２６】
　その他、パスタソースに使用できる食用油脂の原料を、例えば、マーガリン、バター等
の形態としたもの；ショウガ、ニンニク、食塩、コショウ；ショ糖、異性化糖、乳糖、麦
芽糖、ブドウ糖、果糖、転化糖、水飴、粉末水飴、還元麦芽水飴、トレハロース、パラチ
ノース、Ｄ－キシロース、オリゴ糖等の糖類；キシリトール、ソルビトール、マルチトー
ル、エリスリトール、ラクチトール、マルトデキストリン等の糖アルコール類；スクラロ
ース、アスパルテーム、アセスルファムカリウム、ソーマチン、ステビア抽出物に含まれ
るステビオサイド、サッカリンナトリウム、サッカリンカルシウム、サイクラメート及び
その塩、アリテーム、ネオテームなどの高甘味度甘味料；牛乳、生乳、特別牛乳、生山羊
牛、殺菌山羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳及び加工乳などの動物性乳；豆乳などの植物性乳；
濃縮ホエイ、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、
発酵乳（ヨーグルト製品を含む）、乳飲料及び乳酸菌飲料等の乳製品、全乳粉、脱脂粉乳
、ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳及び調製粉乳などの粉末乳製品；ワ
イン、ビール、日本酒、ブランデー、ケチャップ、マヨネーズ、ソース、食酢、ワインビ
ネガー、果汁、香料、香味料、色素、酸化防止剤、日持ち向上剤、保存料などの食品或い
は食品添加剤を適宜選択して使用することができる。
【００２７】
　パスタソースは、例えば、前記材料を混合し、例えば、均質化、充填及び、殺菌するこ
とにより製造できる。充填する容器としては、ポリエチレンパウチ、アルミパウチ、プラ
カップ、ペットボトル、スチール缶、アルミ缶、瓶容器、紙容器等を使用することができ
る。
【実施例】
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【００２８】
〔卵黄含有食品用原料の調製〕
実施例１
　卵黄５３０ｇ、デキストリン７５ｇ（松谷化学工業（株）、パインデックス＃100、Ｄ
Ｅ２～５）、キサンタンガム４．２ｇ（三栄源エフ・エフ・アイ（株）、ビストップＤ－
３０００）、砂糖１６０ｇ、および、水２２００ｇを寸胴鍋に入れ、攪拌して懸濁液とし
た後、攪拌しながら９０℃以上になるまで加熱し、１５分間保持し、卵黄タンパク質を熱
変性、凝固させ、粗粒状の懸濁液とした。得られた懸濁液に水を加えて２９６９ｇとした
後、高圧ホモゲナイザー（三和機械（株）、Ｈ－２０型）により、１６０ｋｇ／ｃｍ２の
圧力条件にて微細化処理を行い、卵黄含有食品用原料を調製した。
【００２９】
実施例２
　実施例１で使用した砂糖１６０ｇの代わりに食塩５３ｇを用い、水を加えて２３０７ｇ
とした以外は、実施例１と同様に、加熱、凝固後、微細化処理を行い、卵黄含有食品用原
料を調製した。
【００３０】
比較例１
　卵黄５３０ｇ、小麦澱粉１３２．５ｇ、食塩５３ｇ、及び水１９３４．５ｇを寸胴鍋に
入れ、水を加えて２６５０ｇとした以外は、実施例１と同様に、加熱、凝固後、微細化処
理を行い、卵黄含有食品用原料を調製した。
【００３１】
比較例２
　実施例１の配合からキサンタンガムを除き、水を加えて２９６５ｇとした以外は、実施
例１と同様に、加熱、凝固後、微細化処理を行い、卵黄含有食品用原料を調製した。
【００３２】
〔パスタソースの調製〕
実施例３～５、比較例３及び４
　実施例１、２、比較例１及び２により得られた卵黄含有食品用原料を用いて、表１に示
す原料を配合後、９０℃まで加熱した。得られたソースを１５０ｇずつ耐熱性レトルトパ
ウチに充填・密閉した後、１２５℃にて２０分間加熱し、カルボナーラソースを調製し、
それぞれパスタソースＡ～Ｄ（実施例３、４、比較例３及び４）とした。また、パスタソ
ースＡの配合におけるナタネサラダ油に代えてジアシルグリセロール高含有油脂を用いて
、同様にカルボナーラソースを調製し、パスタソースＥ（実施例５）とした。使用した食
用油脂の組成を表２に示す。
【００３３】
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【表１】

【００３４】
【表２】

【００３５】
〔茹でパスタの調製〕
　ママースパゲティ１．６ｍｍ（日清フーズ（株））を７分間茹で、茹でたてのパスタを
調製した。
【００３６】
〔パスタの調理〕
　得られたパスタソースＡ～Ｅを、レトルトパックのまま沸騰したお湯の中で５分間温め
た後開封し、前記茹でたてのパスタにかけて和えた。
【００３７】
　前記パスタの調理にて得られたパスタについて、パスタソースとパスタを和えてから３
分後に、麺とソースの絡み具合、食感の滑らかさ、食感のもたつき感についての評価を行
った。評価は５段階評価とし、１０人のパネルにより行い、平均を求めた。各評価は次に
示す基準に従って行った。結果を表３に示す。なお、本発明でいう「もたつき感」とは、
「口に残り易く、しつこい物性」をいう。
【００３８】
〔麺とソースの絡み具合〕
　５：とても良く絡んでいる
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　４：良く絡んでいる
　３：やや絡んでいる
　２：あまり絡んでいない
　１：絡んでいない
【００３９】
〔食感の滑らかさ〕
　５：とても滑らか
　４：滑らか
　３：やや滑らか
　２：あまり滑らかではない
　１：滑らかではない
【００４０】
〔食感のもたつき感〕
　５：全くもたつかない
　４：もたつかない
　３：ややもたつく
　２：もたつく
　１：とてももたつく
【００４１】
【表３】

【００４２】
　表３の結果から明らかな様に、本発明の卵黄含有食品用原料を用いて調製したパスタソ
ースＡ及びＢを和えたパスタは、卵黄の加熱凝固物に由来する、ざらついた食感がなく、
もたつき感のない、滑らかな食感となることが分かった。また、実施例３と４の比較から
、卵黄含有食品用原料を調製する際に、食塩を用いるよりも、砂糖を用いた場合の方が、
より好ましい傾向があることも分かった。
　比較例１の卵黄含有食品用原料を用いて調製したパスタソースＣを和えたパスタは、滑
らかな食感ではあるが、もたついた重い食感となることが分かった。比較例２の卵黄含有
食品用原料を用いて調製したパスタソースＤを和えたパスタは、もたつき感のない、滑ら
かな食感ではあるが、麺とソースのからみ具合が不充分となることが分かった。
　食用油脂にジアシルグリセロール高含有油脂を用いて調製したパスタソースＥを和えた
パスタは、ナタネサラダ油を用いたものであるパスタソースＡと同様に、卵黄の加熱凝固
物に由来する、ざらついた食感がなく、もたつき感のない、滑らかな食感となることが分
かった。
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